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第４０８回定例県議会の開会に当たり、県政運営の所信の一端を申し

述べますとともに、県政の諸課題および令和元年度９月補正予算案の概

要につきまして、ご説明申し上げます。 

 

はじめに、先日の九州北部、さらには三重県北部を襲った記録的大雨

により、施設や家屋の浸水・損壊など、多くの被害をもたらしました。

亡くなられた方のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災さ

れた皆様にお見舞い申し上げます。 

 

次に、先般の参議院議員選挙において当選されました滝波宏文氏に対

しまして、お祝いを申し上げますとともに、国政において、エネルギー

政策の問題や高速交通体系の整備促進など、本県の当面する諸課題解決

にご尽力されることをご期待申し上げます。 

また近日中にも、内閣改造が行われる見込みであります。経済や社会

保障等の課題はもとより、政府が掲げている地方創生の実現に向けて、

全力を挙げて取り組んでいただくよう、ご期待申し上げます。 

 

さて来月には、社会保障の充実と財政健全化の観点から、消費税率の
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引上げが予定されております。今月、県と経済団体等をメンバーとした

「消費税率引上げの影響に関する対策会議」を開催することとしており、

引き続き、県内の景気動向を注視するとともに、国の消費増税に伴う景

気対策の動きも十分見ながら適切に対応してまいります。 

 

次に、豚コレラ被害対策について申し上げます。 

昨年９月に岐阜県の養豚場において豚コレラの感染が確認されて以

降、県では養豚農家とともに、野生動物の侵入防止対策などの飼養衛生

管理基準の遵守を徹底してまいりました。しかし２度にわたり、越前市

内の養豚場において豚コレラの感染が確認される事態となり、発生直後

から「福井県豚コレラ対策本部」を設置するとともに、飼養豚の殺処分、

施設の消毒などの防疫措置を行ってまいりました。この間、県職員はも

とより、越前市、ＪＡ、国、民間団体や企業、また近隣住民の方々など、

ご協力いただいた皆様に対しまして、改めてお礼申し上げます。また今

回、豚コレラが発生しました農家に対しまして、心からお見舞い申し上

げます。 

これまで、被害農家への支援、今後の感染防止対策、イノシシの捕獲

対策の強化など必要な対策を行っており、これらの対策として必要な経



3 

 

費は、今回提案している９月補正予算案を含め、総額２億５千万円とな

ります。一方、国に対しては、感染経路や発生原因の早急な解明、国の

責任による豚へのワクチン接種の実施、養豚農家への支援などを強く求

めてきたところです。今回の豚コレラは感染力が非常に強く、終息まで

に相当の年月を要すると考えられるため、引き続き、発生防止対策の強

化に全力を注いでまいります。 

 

 それでは、県政の主要な諸課題につきまして、ご説明申し上げます。 

まず長期ビジョンについては、先月５日、各界各層の代表者等からな

る「福井県長期ビジョン推進懇話会」を開催し、本格的な議論を開始い

たしました。さらに、市町別や世代別の意見交換会、有識者による講演

会等を順次開催するとともに、県民アンケートも実施しております。引

き続き、県民との対話を重視しながら、県議会と議論を重ね、長期的な

展望を共有するための県としての案を、年度内を目途にとりまとめてま

いります。 

 

 北陸新幹線の整備促進について申し上げます。 

 工事の進捗については、軌道工事の着手に向け、今月、鉄道のレール
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２,０００本を敦賀港から陸揚げする予定です。また来年度予算の概算要

求では、金沢・敦賀間において、今年度と同額の７９２億円に加え、増

額分が事項要求とされました。国費の増額は敦賀・新大阪間の建設財源

の確保にもつながっていくことから、引き続き、政府・与党に対して強

く求めてまいります。 

  

 並行在来線については、先月１３日、先行県に比べ１年早く、並行在

来線準備会社を設立いたしました。今後は、開業時に必要とされる社員

の確保と育成を着実に進めるほか、利用促進策などを市町とともに検討

してまいります。 

 

 次に、北陸新幹線開業に向けた観光・まちづくりについて申し上げま

す。  

恐竜博物館については、７月１２日から恐竜の脳科学をテーマとした

特別展が始まりました。これを含めた８月までの来館者数は５７万人と

なり、同時期では過去最高と好調であります。こうした多くの来館者の

利便性を向上するため、新たに恐竜博物館のホームページにおいて、入

館の待ち時間や渋滞状況などの情報提供を開始するなど、お客様目線に
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立ち、サービスの充実を図っております。 

 

本県を代表する観光地である東尋坊については、観光拠点施設や遊歩

道の整備、駐車場の集約化などエリア全体の再整備を検討してきており、

今年度は基本計画の策定を行う予定です。今後とも、県、坂井市、地元

が一体となって、東尋坊がさらに重要な周遊観光の拠点となるよう、整

備を進めてまいります。  

 

来月２５日から２７日までの３日間、かつて「御食
み け つ

国
くに

」と呼ばれた福

井県、三重県、兵庫県と、都であった京都府の４府県が連携し、「御食
み け つ

国
くに

・

和食の祭典 in 若狭路２０１９」を小浜市の食文化館等において開催いた

します。有名料理人が若狭ぐじや鯖など御食
み け つ

国
くに

の食材を使った新メニュ

ーを考案し披露するとともに、本県独自の「鯖」や「昆布」の食文化な

どを全国に発信いたします。  

 また連携イベントとして、京都丹後鉄道の観光列車「丹後くろまつ号」

をＪＲ小浜線に乗入れ運行します。車窓からの美しい景色、地元食材を

使った料理、沿線自治体のおもてなしを提供し、嶺南地域への誘客拡大

につなげてまいります。 
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県都のまちづくりについては、福井市と緊密に連携し進めていくこと

が重要です。今月４日に福井市長とお会いし、福井駅西側エリアの再開

発事業や福井城址の今後のあり方等について意見交換を行いました。北

陸新幹線福井・敦賀開業とその後の大阪延伸に向けたまちづくりの重要

性について、認識を共有しました。今後、福井市とプロジェクトチーム

を設置し、継続して協議を行ってまいります。  

 現在、福井駅前電車通り北地区においては、民間主導によるホテル等

を中心とした再開発事業が進められており、今年度は、建築設計および

権利変換計画の作成に対して、組合に財政支援を行う福井市を通じ、支

援を行います。 

 

次に、スポーツの振興について申し上げます。  

先月、日本のトップレベルの選手の参加のもと、陸上のアスリートナ

イトゲームズや体操の全日本シニア・マスターズ選手権大会が開催され

ました。これらの大会では、走り幅跳びなど４つの日本記録が生まれ、

多くの観客にスポーツの魅力を感じさせてくれました。今後もスポーツ

イベントの誘致を進め、交流人口の拡大を図ってまいります。  
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また令和３年度に本県を中心に開催されるインターハイについては、

県内で開催する１３競技１４種目の会場について、対象となる１２市町

全てから承諾をいただくことができました。来月には、開催準備および

大会運営を推進する組織として実行委員会を設立する予定です。 

 

移住・定住の促進について申し上げます。  

学生のＵＩターンについては、この３月に県外大学等を卒業した本県

出身者のＵターン就職率が３２．１％となり、５年連続の上昇となると

ともに、Ｕターン者数も７年ぶりに８００人を超えるなど好調が続いて

おります。今後も、先月から開始した交通費の支援や県外大学との就職

協定の拡大により、学生のＵＩターン就職を全力で応援してまいります。 

 

次に、人の交流や物流を後押しする幹線道路網の整備について申し上

げます。 

中部縦貫自動車道の整備については、大野・油坂間のトンネル１０か

所のうち、既に７か所において工事に着手しております。先月７日には、

「高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する１０県知

事会議」として、また２１日には、「中部縦貫・北陸関東広域道路建設
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促進同盟会」として、国土交通省等に対し、予算の確保などを要望いた

しました。 

 

また、舞鶴若狭自動車道の全線開通からちょうど５年が経ちました。

敦賀・小浜間の平均交通量は１日当たり７，７００台となり、開通後か

ら約２割増加しております。先日、国から、全国の暫定２車線の高速道

路のうち、約８８０ｋｍが４車線化の優先整備区間として示されました。

本県では、今年４月に事業化された京都府境から小浜西間の約１１ｋｍ

に加え、約２８ｋｍが選定されたところであり、既に４車線化されてい

る区間とあわせ、県内区間の約７割が４車線化されることになります。 

これら本県の重要な道路の整備促進について、引き続き、県選出国会

議員、県議会、沿線市町と協力し、国に強く働きかけてまいります。 

 

次に、農林水産業の振興について申し上げます。 

「いちほまれ」については、この夏の高温の影響もなく、生産者の皆

様の細やかな栽培管理により、順調に生育しております。県内では今月

２１日から、県外では２８日から販売することとしており、販売前日の

２７日には、東京で販売開始イベントを行います。さらに１１月には、
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民間企業と協働し、「いちほまれ」をはじめ、福井の食を体感できるライ

ブキッチンを開催するなど、今後もＪＡと一体となってＰＲを行い、日

本一のブランド米に育ててまいります。 

 

また、北陸新幹線福井・敦賀開業、さらにその後の全線開業に向け、

新たに、嶺南地域の農産物を販売するアンテナショップ等の開設に対し

て支援を行い、関西圏を中心に販路拡大を図ってまいります。 

 

経済・産業の振興について申し上げます。 

 雇用情勢については、７月の有効求人倍率が２．０１と依然として高

い水準にあり、企業の人材確保が課題となっております。特に建設や介

護分野の担い手不足が深刻となっており、県においても、企業等の職場

環境の改善に向けた取組みを積極的に応援しております。 

また、先月から「人材確保支援センター」内に外国人労働者の雇用に

関する企業向け相談窓口を開設するとともに、今月からは県国際交流会

館および嶺南センターに「ふくい外国人相談センター」を設置し、在住

外国人からの生活相談等への対応を強化してまいります。 
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今月２１日からサンドーム福井において、国際北陸工芸サミットを開

催いたします。世界的なアーティストのテオ・ヤンセン氏と越前和紙と

のコラボレーション作品の展示など、本県の伝統工芸の魅力を国内外に

発信してまいります。 

 

次に、子育て・教育について申し上げます。 

子育て支援については、「福井県子ども・子育て支援事業支援計画」の

策定に向け、これまで２回の策定委員会を開催し、有識者の方々に活発

な議論をいただいております。また先日、児童相談所と児童養護施設を

視察いたしました。引き続き、現場の生の声を伺いながら、安心して出

産・子育てができる計画にしてまいりたいと考えております。 

 

「福井県こども急患センター」については、現在、福井市休日急患セ

ンターと併設されており、待合室の混雑解消や診察室の拡張などが急務

となっていることから、現施設の２階を小児科専用に改修し、小児患者

や保護者の利用環境の改善を図ります。 

 

次に、教育について申し上げます。  
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これまでの教育を基礎として、子どもの個性を「引き出す教育」、さ

らには、子どもたちが知的好奇心や探究心をもって学びを「楽しむ教育」

を進めていくことが何より大切と考えます。あわせて、学校の業務改善

や教職員の働き方改革を積極的に進めていく必要があります。このため、

本県の教育等に関して基本的な方針を定める「教育に関する大綱」の策

定に向け、先月２９日に総合教育会議を開催し、教育委員との意見交換

を行ったところです。今議会でのご意見も踏まえ、来月を目途に策定い

たします。  

さらに大綱に基づき、県教育委員会が教育振興基本計画において具体

的な方策を検討してまいります。  

 

 県民の活躍支援について申し上げます。 

多様な夢を持つ女性や若者を対象にし、福井の活性化につながる活動

費を支援する「県民ワクワクチャレンジ応援事業」の募集を先月２８日

から開始いたしました。 

さらに来月６日には、未来の福井をデザインする「ふくい若者ミライ

会議」を開催するとともに、今後、約２０か所の活動拠点を「若者ステ

ーション」として認定し、若者が自ら考え実現していく仕組みを設ける
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など、若者のチャレンジを後押ししてまいります。 

 

次に、原子力政策について申し上げます。 

先月３０、３１日に美浜発電所を対象とした原子力総合防災訓練を実

施し、初めて避難訓練に参加する嶺北の越前市、南越前町、越前町を含

め、住民約９，０００人が参加しました。また新たに、スマートフォン

で災害情報をリアルタイムに確認できる災害ポータルサイトを活用し、

避難住民への情報提供を実施いたしました。今回の訓練においては、外

国人の方への情報提供のあり方など、新たな課題が明らかになったとこ

ろであり、関係機関と成果や改善点の検証を行い、防災力の更なる向上

に努めてまいります。 

 

「もんじゅ」については、先月２９日に、文部科学省から来年度予算

の概算要求の説明がありました。「もんじゅ」の廃止措置については、必

要な予算や人材の確保、使用済燃料の搬出、放射性廃棄物の処分など、

原子力機構だけで対応できるものではなく、国として責任を持って主体

的に取り組むよう、引き続き求めてまいります。  

また、国が「もんじゅ」サイトを活用して整備する試験研究炉につい
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ては、概念設計に着手するための予算が盛り込まれました。この試験研

究炉が、人材育成だけでなく産業分野などでも広く活用できるものとし、

国内外の学生や研究者、企業など多くの人々が集まり、我が国の技術の

発展はもとより、地域振興にも資する施設となるよう、引き続き国に求

めてまいります。  

 

最後に、行財政改革の推進について申し上げます。 

事務事業の見直しについては、来月、有識者委員および県民による公

募委員で構成する「県民会議」を開催し、これまでの既存事業について

ゼロベースによる見直しを行う予定です。 

         

今月２日、徹底現場主義を進める上で、職員が自らの判断で責任を持

って行動できるよう、職員の行動規範となる「クレド」を策定いたしま

した。今後、全職員に周知し、職員一人ひとりが常にクレドを意識しな

がら行動することにより、県民サービスを向上させ、「県民主役の県政」

を実現してまいります。 

 

以上、予算を含め申し上げましたが、その結果、一般会計の補正予算
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規模は７億円となり、本年度予算額の累計は、４，９５０億円となりま

した。 

その他の議案につきましては、それぞれ記載の理由に基づき提案いた

した次第であります。 

 

 以上、私の県政に対する所信の一端と県政の重要課題等について申し

上げました。なにとぞ慎重なご審議のうえ、妥当なご決議を賜りますよ

うお願い申し上げます。 


